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催
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　広報いなざわ　令和３年(2021年)８月号 　広報いなざわ　令和３年(2021年)８月号　 89

公開日　 ９月３日 ( 金 ) から、ミッドランドスクエア シネマ（名古屋市中
村区名駅四丁目）などで公開

問合先　市役所秘書広報課　 0587(32)1125 1008081

　稲沢市は、ギリシャ共和国を相手国とする東京 2020 オリンピック・パ
ラリンピック競技大会のホストタウンです。
　ギリシャを身近に感じてもらえるよう、ギリシャを舞台とした映画
「テーラー 人生の仕立て屋」のチケット（松竹㈱提供）を、市内在住の方
２組４名様に抽選でプレゼントします。

応募方法
 ８月 20 日 ( 金 )( 必着 ) までに、住所・氏名・電話番号を記入の上、郵送
( 〒 492-8269 稲沢市稲府町１)、または市のホームページから、稲沢市役
所 広報いなざわ「映画チケットプレゼント係」へ　※応募は 1 人１通まで

　取得した個人情報はプレゼントの発送以外には使用しません。当選者の発表はチケットの
発送（８月下旬頃）をもって代えさせていただきます。

「テーラー 人生の仕立て屋」
監督：ソニア・リザ・ケンターマン
配給：松竹

本国ギリシャの
映画祭で三冠達成！映画チケットプレゼント

ご
寄
付
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

● 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
に
取
り
組
む
医
療

関
係
者
の
た
め
に

　

 

コ
カ
・
コ
ー
ラ
ボ
ト
ラ
ー
ズ
ジ
ャ

パ
ン
㈱
様
︵
名
古
屋
市
東
区
︶

　
　

 

飲
料　

24
本
×
50
ケ
ー
ス

平
和
を
祈
念
し
、
黙
と
う
を

市
役
所
総
務
課  

０
５
８
７(

32)

１
１
５
２  

 

１
０
０
２
８
４
１

　

核
兵
器
の
廃
絶
と
世
界
の
恒
久

平
和
を
願
っ
て
１
分
間
の
黙
と
う

を
行
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
と
き　

①
８
月
６
日

（金）
、
午
前

８
時
15
分
︵
広
島
原
爆
の
日
︶
②

８
月
９
日
︵
月
・
休
︶、
午
前
11

時
２
分
︵
長
崎
原
爆
の
日
︶
③
８

月
15
日

（日）
、正
午
︵
終
戦
記
念
日
︶

戦
没
者
な
ど
の
遺
族
の
方
へ

特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

市
役
所
福
祉
課

０
５
８
７(

32)

１
２
７
８  

 

１
０
０
１
５
７
４

▼
支
給
金
額　

25
万
円　

※
５

年
償
還
の
記
名
国
債
で
支
給
▼

対
象　

令
和
２
年
４
月
１
日
現
在

で
、﹁
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助

料
﹂
や
﹁
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族

特別弔慰金　支給対象

①
令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺
族等援護法による弔慰金の受給権を取得し
た方

② 戦没者などの子
③ 戦没者などの父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

④
上記以外の戦没者などの三親等内の親族
( 甥、姪など ) で戦没者などの死亡時まで引
き続き１年以上の生計関係を有していた方

原
子
爆
弾
被
爆
者
健
康
管
理
手
当
の

申
請
は
お
済
み
で
す
か

市
役
所
福
祉
課  

０
５
８
７(

32)

１
２
７
８  

 

１
０
０
１
５
７
３

　

被
爆
し
た
方
の
健
康
の
保
持
と

福
祉
の
増
進
の
た
め
、
原
子
爆
弾

被
爆
者
健
康
管
理
手
当
を
支
給
し

ま
す
。

▼
対
象　

市
内
在
住
で
被
爆
者
健

康
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

▼
手
当
額　

月
３
０
０
０
円
▼
そ

の
他　

原
爆
病
院
で
受
診
す
る
場

合
、
旅
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

︵
年
１
回
の
み
。
医
師
が
介
添
人

児
童
扶
養
手
当
・
県
遺
児
手
当
・
市
遺
児
手
当

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す

市
役
所
子
育
て
支
援
課  

０
５
８
７(

32)

１
２
９
６  

 

１
０
０
８
０
６
４

　

手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
は
現

況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。
案
内

な
ど
は
８
月
上
旬
に
送
付
し
ま
す

の
で
、
届
か
な
い
場
合
は
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
届
出
期
間　

児
童
扶
養
手
当
・

県
遺
児
手
当
・
市
遺
児
手
当
⋮
８

月
２
日

（月）
～
31
日

（火）
▼
届
出
場

所　

市
役
所
第
４
会
議
室
、
祖
父

江
支
所
︵
８
月
25
日

（水）
の
み
︶、
平

和
支
所
︵
８
月
24
日

（火）
の
み
︶

特
別
障
害
者
手
当
な
ど

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す

市
役
所
福
祉
課  

０
５
８
７(

32)

１
２
８
１  

 

１
０
０
６
８
９
０

　

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福

祉
手
当
・
在
宅
重
度
障
害
者
手

当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給

し
て
い
る
方
は
、
現
況
届
の
提
出

が
必
要
で
す
。
案
内
な
ど
は
８
月

上
旬
ま
で
に
送
付
し
ま
す
の
で
、

届
か
な
い
場
合
は
問
い
合
わ
せ
て

介
護
保
険
料
の
減
免

市
役
所
高
齢
介
護
課

０
５
８
７(

32)

１
２
８
６  

 

１
０
０
６
８
６
７

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た

場
合
な
ど
一
定
の
基
準
を
満
た
し

た
方
は
、
申
請
す
る
と
介
護
保
険

料
の
減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
７
月
中
旬
に
送
付

し
た
﹁
介
護
保
険
料
納
入
通
知

書
﹂
ま
た
は
﹁
介
護
保
険
料
特
別

徴
収
決
定
通
知
書
﹂
を
確
認
後
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人
権

１
１
０
番
」
強
化
週
間

市
役
所
市
民
課  

０
５
８
７(

32)

１
３
１
１

　

い
じ
め
・
虐
待
な
ど
、
子
ど
も

の
人
権
に
関
わ
る
悩
み
事
、
心
配

事
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
一

人
で
悩
ま
ず
気
軽
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
と
き　

８
月
27
日

（金）
～
９
月
２

日
（木）
、
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７

時
︵
土
・
日
曜
日
は
午
前
10
時
～

午
後
５
時
︶
▼
相
談
先　

子
ど
も

の
人
権
１
１
０
番
︵

０
１
２
０

(

０
０
７)
１
１
０
︶
▼
問
合
先　

名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部
︵

０
５
２(

９
５
２)
８
１
１
１
︶

を
必
要
と
認
め
た
場
合
、
介
添
人

も
同
額
助
成
︶。
被
爆
者
二
世
の

方
の
健
康
診
断
に
つ
い
て
は
、
愛

知
県
健
康
対
策
課
︵

０
５
２

︵
９
５
４
︶
６
２
６
８
︶
へ
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

等
援
護
法
に
よ
る
遺
族
年
金
﹂
な

ど
を
受
け
る
方
︵
戦
没
者
な
ど
の

妻
や
父
母
な
ど
︶
が
い
な
い
場
合

に
原
則
上
表
の
順
番
で
１
人
に
支

給
し
ま
す
▼
請
求
期
限　

令
和
５

年
３
月
31
日
▼
申
請
・
問
合
先　

市
役
所
福
祉
課

く
だ
さ
い
。

▼
締
切
日　

在
宅
重
度
障
害
者
手

当
⋮
８
月
31
日
(火)
、
特
別
障
害
者

手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当
・
特
別

児
童
扶
養
手
当
⋮
９
月
13
日
(月)

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援するため、給付金を支給します。
　対象の方は申請が必要です。

「子育て世帯生活支援特別給付金」窓口

ところ　市役所第１分庁舎第４会議室
期　間　９月 14 日 ( 火 ) まで（平日のみ、午前９時～午後５時）
※９月 15 日 ( 水 ) 以降の申請・問い合わせは市役所子育て支援課へ

0587(32)2655

問合先　市役所子育て支援課　 0587(32)1296 10080641008064

子育て世帯生活支援特別給付金を支給します子育て世帯生活支援特別給付金を支給します

●対象

ひとり親世帯分支給対象者

①令和３年４月分の児童扶養手当受給者の方　※対象者へ支給済
② 公的年金などを受給していることにより、令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少し児童扶養手当を受給する水準にある方

ひとり親世帯を除く子育て世帯分支給対象者

① 令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和３年度住民税（均等割）が非課税の方　
※申請不要

②  令和３年３月 31 日時点で 18 歳未満の児童（障害児の場合、20 歳未満）を養育する父母等で、令和３年度
住民税（均等割）が非課税の方、または令和３年１月 1 日以降新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
住民税非課税相当の収入にある方

●支給額　児童一人あたり５万円

●  申請期間　令和４年２月 28 日 ( 月 ) まで

※ 申請方法など詳しくは、子育て応援サイトや下記の「子育て世帯生活支
　援特別給付金」窓口で確認してください




